
JICA 海外協力隊（民間連携）



グローバルリーダー
（人材）の育成

実現力。革新力。突破力。

新興国での事業展開や、BOPビジネスへの関心が高まり、グローバルな人材の確保が
課題となる中、若手社員や管理職育成を目的に、JICA海外協力隊への参加を検討する
企業が増えています。学生時代の留学や短期間のインターンシップでは手に入れること
ができない、世界で戦うための真の人間力。JICA海外協力隊（民間連携）は、ビジネスス
キルを上げたい参加者にも、リーダー育成を狙う企業にも大きな成長を約束します。
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異文化社会における相互理解の深化と共生

日本国登記法人
※JICA海外協力隊として活動する意思を有する方

実現力。革新力。突破力。
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　カスタマイズ型の派遣に加え、JICA海外協力隊（民間連携）の導入を検討する民間企業・団体等と、開発

課題への貢献に資する知見を有した人材を要望する派遣国とのマッチングを図る目的で、新たに途上国か

ら日本の企業・団体等に向けて要望されたオファー型の派遣が導入されました。最新のオファー要請をウェ

ブで随時公開しておりますので、詳細は以下のURLおよびQRコードからご覧ください。

https://www.jica.go.jp/volunteer/relevant/company/offer/



ボランティア活動手法
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※1年以上の派遣が対象
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その他にも、病気や怪我などの災害に対する給付（国際協力共済会への加入）等、制度の充実を図っています。

現職参加促進費

さらに、中小企業のみなさまには「現職参加促進費」が支給されます

　　　　　　　　　　　　とは、協力隊参加期間中及び帰国後においても継続して雇用されることを
促進することなどを目的として、所属先に対し、協力隊員の協力隊参加期間中に係る雇用を継続する
ために必要な経費の一部を、申請に基づき定額でお支払いする制度です。

●現職参加促進費を申請しようとする所属先は、JICAとの間で「覚諸」を締結する必要があります。
なお、本覚書は、派遣者ごとに締結する必要があります。

【支給額】
現職参加促進費の月額は一律定額です。
・規定額以上、または以下でお支払いすることはできません。
・現職参加促進費は、所属先の指定口座に四半期ごとにお支払いします。
・派遣者本人にお支払いすることはできません。

【支給の対象期間】
（１）  　長期派遣（派遣期間が１年以上）の場合
　　　   ・協力隊員が派遣前訓練を受ける期間及び派遣前準備期間
　　　   ・協力隊員としての派遣期間
　　　   ・JICAが指定した事前事後学習期間（該当者のみ）

（２）  　短期派遣（派遣期間が30日以上１年未満）の場合
　　　   ・協力隊員としての派遣期間

●申請にあたって、支払い対象者が応募した募集期間の初日の1年前に応当する日以前から現在まで、
所属先が常勤の従業員として雇用し、かつ法令上加入義務のある社会保険に加入していることを示
す書類のご提出をお願いしております。

※派遣当初や派遣終了時など支給対象期間に1か月
未満の月が生じた場合には、月額に対象日数を乗
じた額を当該月の総日数で除した額が当該月の支
給額となります。



188名（9.5％）

432名（21.9％）

ウズベキスタン、キルギス、モンゴル、インド、
中華人民共和国、スリランカ、モルディブ、
ネパール、ブータン、ミャンマー、タイ、ラオス、
ベトナム、カンボジア、マレーシア、フィリピン、
インドネシア、東ティモール

セネガル、ブルキナファソ、ガーナ、ベナン、
カメルーン、ガボン、スーダン共和国、ジプチ、
エチオピア、ウガンダ、ルワンダ、ケニア、
タンザニア、ザンビア、マラウイ、モザンビーク、
ジンバブエ、ボツワナ、ナミビア、レソト、
南アフリカ共和国、マダガスカル、エスワニティ

パラオ、ミクロネシア、パプアニューギニア、
ソロモン、マーシャル、キリバス、サモア、
フィジー、トンガ、バヌアツ

メキシコ、ベリーズ、グアテマラ、エルサルバドル、
ホンジュラス、ニカラグア、コスタリカ、パナマ、
ジャマイカ、ドミニカ共和国、セントルシア、
セントビンセント、コロンビア、エクアドル、
ペルー、ボリビア、パラグアイ、チリ

※2019年2月末現在派遣中の「青年海外協力隊」

72名（3.6％）

506名（25.6％）

778名（39.4％）

2,399名

20～45歳 46～69歳 20～45歳 46～69歳

アジア／アフリカ／
中南米／大洋州／中東

アジア／アフリカ／
中南米／大洋州／中東 中南米 中南米

1,977名 286名 102名 34名

日系社会青年海外協力隊 日系社会海外協力隊海外協力隊青年海外協力隊

（2019年2月末現在）
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モロッコ、ヨルダン、エジプト、

※一般案件のみを対象とする



入社から4年半、制作部署でパンフレットの企画などに携
わっていた山本真理子さんは、中国でのオフショア制作拠
点立ち上げの経験をきっかけに「0から1をつくる仕事」に興
味を持ち、JICA海外協力隊（民間連携）で青年海外協力
隊に応募した。派遣されたのはベトナム、トゥアティエン＝フ
エ省の観光局。「1年という短期間。何かひとつでも成果を」
という思いで、日本語WEBサイトや日本人向け観光パンフ
レットのリニューアルに取り組んだ。古いままになっている情
報を更新、アンケートから見えてきた日本人観光客のニー
ズに応える内容に修正するなど「現地人と観光客、両方の
感覚」を大切にしながら、みずからの足を使って“生きた観
光ツール”を作り上げた。

帰国後は、派遣前と違う部署でインバウンド事業に携わり
ながら、日本を訪れる外国人の中にビジネスチャンスを窺う
山本さん。新しい環境でもとにかく失敗を恐れずにやって
みる姿勢が役立っている。スキルアップとキャリア形成を目
標に応募した山本さんにとって「JICA海外協力隊（民間連
携）での協力隊への参加はノーリスク」だったという。「生の
声を聞かないと本物のニーズは見えてこない。現地で手に
入れた経験やネットワークをこれからの仕事に活かしたい」
と頼もしく語ってくれた。
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経営課題のひとつに「グローバルな事業展開の加速」を掲
げる凸版印刷株式会社。グローバルビジネスを担う人財の
発掘と育成を目的に、2011年にスタートした若手社員に海
外経験を積ませる「トレーニー制度」の拡大策としてJICA
のJICA海外協力隊（民間連携）を導入した。社内募集をか
けたところ、初年度から予想を超える数の応募。「せいぜい
10人もいれば、と思っていたので驚いた。社員のこの制度
への期待を実感しました」と岡本部長は振り返る。

2013年から毎年3名ずつ社員を派遣し続けている同社。
「国内で語学や異文化を学ぶやり方もあるが、実際に現地
で体験することは非常に有効」と語る岡本部長。自身のボ
ランティアへの思いを尋ねると「私だと、シニア海外協力隊
ですかね。チャンスがあれば挑戦してみたいですね」と笑う。
派遣から戻ってきた社員の確かな成長を感じながら「これ
からも続けられる限り、派遣を続けたいと思います」と力強
く宣言してくれた。
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タイ赴任が決まっていた岡本さんにとって「現地の文化的背
景を知ることができ、さらに仕事や時間にルーズな国民性を
“許容する力”も身に付いた」と協力隊活動の収穫を挙げて
くれた。得意のギターを“武器”に生徒とも打ち解け、文化祭
でセッションするなど、カズヒロ先生は次第に人気者に。1年
間の活動への高い評価から「ぜひ次もプロニクスさんに来
て欲しい」と学校側から嬉しいリクエストが届いている。「今
後は、タイ人と日本人の間に立って、ビジネスが円滑に進む
ように、協力隊の経験を生かしていきたい」今日もタイ工場
に勤務しながら、現地の仲間と奮闘中の岡本さんだ。
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プロニクス株式会社に「JICA海外協力隊（民間連携）」を
導入した門顧問は、約10年の上海勤務の経験を持つ。海
外展開に向けて、社員の語学力やコミュニケーション能力
習得の方法を検討している最中、ある展示会で出会った
JICAの「JICA海外協力隊（民間連携）」に惹かれたという。

半年後にタイ工場の立ち上げが決まっていた同社にとっ
て、派遣国・派遣期間の相談ができたことは大きなメリット
だった。「タイで募集している協力隊は？」という門さんのリ
クエストに、JICAがタイ側と協議し技術指導員を提案した。
通常2年の派遣期間も、1年間へ短縮できた。「住居も安
全、現地での1ヵ月のタイ語トレーニングや給与補てんもあ
り、とても助かった」と振り返る。「私たち中小企業にとって、
大事な人材を海外に派遣する、というのは大きな決断。で
も、社員は必ず大きく成長して帰ってくるし、現地でのネット
ワークも生まれる。余裕があればぜひ制度を使ってみて
は」と他社へのアドバイスも。



広い視野と国際感覚を有する
タフな「人材」となることを
期待します。

江崎グリコ株式会社
グループ人事部長

北山　登さん

私たちも「JICA海外協力隊（民間連携）
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※「カスタマイズ型派遣」の場合



ヤマト運輸株式会社

広瀬　徹さん
（インドネシア／環境教育）

地域社会に入り込んでいく力や
コミュニケーション能力が
身についた。

JICA海外協力隊（民間連携）」を活用しています！
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もっと海外に出たいという気持ちが
強くなった。自分を見直したり、日本
を見直すことが出来るようになった。

派遣可能国は相手国政府との間で派遣
取極があり、かつ現在協力隊を派遣中の
国です。企業側の希望を踏まえJICA現地
事務所を通し、相手国政府との対話によ
り案件形成を行いますが、相手国政府開
発重点分野、優先順位等の関係で職種
（専門分野）によっては派遣できないことも
あり得ます。なお、複数国（地域）を候補に
挙げていただくことにより、派遣の可能性
は高まります。

ビジネス展開している国への派遣も可能で
すが、JICA海外協力隊は相手国政府の
「要請」に基づいて派遣され、要請された
開発課題の解決を図るための活動を行う
ことが原則であるため、派遣元企業の事業
に基づいた商品開発、販売促進、営利活
動は認められません。隊員活動に専念する
ことは、企業のグローバル人材の育成に
とって大きなメリットがあることをご理解い
ただき、商行為を行うことは、避けていただ
きます。

派遣国の文化や習慣に適応し対応力を
培って隊員活動の成果を上げるために
は、1年以上の派遣期間が望ましいと考え
ます。しかし、企業側の諸事情により短期
派遣を強く希望される場合には、相手国
政府の意向を配慮しながら検討すること
は可能です。ただし、1年未満の活動が先
方に受け入れられることは稀です。また、
短期派遣の場合、派遣前訓練・研修は2
～7日間となり、70日間の訓練には原則参
加できません。

株式会社小川工務店

（フィジー／上水道）
江口秀満さん



香川県高松市鍛冶屋町3番地 香川三友ビル1階0028

03-5226-3513

JICA海外協力隊（民間連携）

jvtpp_gs@jica.go.jp


